
 

 

 
 

宮城県被災建築物応急危険度判定実施要綱 

 

宮城県建築物等地震対策推進協議会 
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第１ 目的 

この要綱は、地震により多くの建築物が被災した場合、余震等による建築物の倒壊、部材の落下等

から生ずる二次災害を防止し、住民の安全を確保するために、被災建築物応急危険度判定に関して必

要な事項を定めることにより、その的確な実施を確保することを目的とする。 

 

第２ 定義 

この要綱において、次の各項に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各項に定めるところによる。 

１ 被災建築物応急危険度判定（以下「判定」という。） 

余震等による被災建築物の倒壊､部材の落下等から生ずる二次災害を防止し､住民の安全の確保を図

るため、発災後速やかに建築物の被害状況を調査し、二次災害発生の危険の程度を応急的に判定し、判

定ステッカーの表示により情報提供を行うことをいう。 

２ 被災建築物応急危険度判定士（以下「判定士」という。） 

前項の判定業務に従事する者として、宮城県被災建築物応急危険度判定士登録要綱に基づき登録さ

れた者及び他の都道府県で登録された者をいう。 

３ 被災建築物応急危険度判定所管課（以下「所管課」という。） 

地方公共団体において判定を所管する課又はそれに相当する部署をいう。 

４ 被災建築物応急危険度判定実施本部（以下「実施本部」という。） 

判定を実施するために市町村の所管課に設置される本部をいい、市町村災害対策本部の下に組織さ

れる。 

５ 被災建築物応急危険度判定支援本部（以下「支援本部」という。） 

実施本部による判定実施を支援するために、宮城県の所管課に設置される本部をいう。 

６ 被災建築物応急危険度判定コーディネーター（以下「判定コーディネーター」という。） 

判定実施に当たり、災害対策本部、実施本部及び支援本部と判定士との連絡調整並びに判定士に対

する指導・監督にあたる者であり、主に実施本部である市町村職員が務める。実施本部は、関係団体

及び支援本部に対して、判定コーディネーターの派遣要請をすることができる。 

７ 被災建築物応急危険度判定実施本部協力員（以下「協力員」という。） 

実施本部の業務を総合的に支援するために、実施本部からの要請により関係団体から派遣される者

をいう。主に判定士の参集補助、判定結果の集計等の事務業務に従事する 

８ 全国被災建築物応急危険度判定協議会（以下「全国協議会」という。） 

円滑な判定実施のために、判定の方法、都道府県相互の支援等に関して、事前に相談を行い、判定

の実施体制の整備を推進していく必要性から、全国４７都道府県及び建築関係団体等が構成員となっ

て設立された団体をいう。 



 

 

 
 

９ 被災建築物応急危険度判定要綱（以下「全国要綱」という。） 

全国協議会が判定に関して策定した要綱をいう。 

１０ 宮城県建築物等地震対策推進協議会（以下「県協議会」という。） 

宮城県内の建築物等の総合的な地震対策の推進を図り、県民の安全・安心な生活に資することを目

的として設立された団体をいい、県、市町村、建築物等に関係する団体等で構成される。協議会活動

の一環として宮城県の判定体制や実施に関する協議を行う。 

１１ 広域被災建築物応急危険度判定協議会（以下「ブロック協議会」という。） 

地震による大規模災害時の判定の広域的支援に備え、周辺都道府県により構成、設立された団体を

いう。 

１２ 被災建築物応急危険度判定広域支援本部（以下「広域支援本部」という。） 

被災都道府県からの要請により、各ブロックの幹事都道府県の所管課に設置され、ブロック内の被

災していない会員からの支援の取りまとめを行う組織をいう。 

１３ 北海道・東北被災建築物応急危険度判定協議会（以下「北海道・東北協議会」という。） 

北海道・東北被災建築物応急危険度判定協議会規約に基づき設立されたブロック協議会をいい、北

海道、東北６県、新潟県、札幌市、仙台市及び新潟市によって構成される。 

１４ 北海道・東北被災建築物応急危険度判定広域支援本部（以下「北海道・東北広域支援本部」と

いう。） 

支援本部からの要請により、北海道・東北協議会の会長（会長が被災した場合は、副会長）を務め

る地方公共団体の所管課に設置される広域支援本部をいう。北海道・東北協議会の被災していない会

員からの支援の取りまとめ等を行う。 

１５ 関係団体 

県協議会員の建築物に関係する団体をいい、関係団体は、県及び市町村の判定活動に支障の無い限

り協力する。関係団体は、市町村と判定への協力に関する協定を締結することが望ましい。 

 

第３ 判定の実施主体 

１ 判定の実施主体は市町村とし、関係団体の協力のもと、判定士等の協力を得て実施する。県は、

その支援を行う。 

２ 前項の規定は、必要に応じて県が主体となって判定を実施することを妨げるものではない。 

 

第４ 震前対策 

１ 市町村は、円滑な判定実施を図るため、予め次に掲げる事項からなる「市町村被災建築物応急危

険度判定要綱」（以下「市町村要綱」という。）の策定及び実施本部の事前体制の整備を行う。 

 (１) 判定実施の決定方法 

 (２) 実施本部の設置及び体制 

 (３) 判定実施に関する県及び関係団体との連絡調整等 

 (４) 優先的に判定を実施する施設、区域等の指定 

 (５) 判定の対象区域、対象建築物の決定等の基準及び手順 

 (６) 判定士、判定コーディネーター及びその他の判定業務従事者（以下「判定士等」という。）

の確保 



 

 

 
 

 (７) 県及び関係団体に対する支援要請 

 (８) 判定士等の判定の対象区域までの移動方法、宿泊場所の設定その他必要な事項 

 (９) 判定用資機材の調達、備蓄 

 (10) その他必要な事項 

２ 市町村は、避難施設等の優先的に判定を実施する施設の一覧表及びその位置図を県及び関係団体に

提出する。 

３ 県は、市町村が地域防災計画を踏まえて震前に計画する事項について必要な助言をすることがで

きる。 

４ 県は、円滑な判定実施への的確な支援が行えるよう、市町村及び県協議会と連携を図りながら、

予め次に掲げる事項を行う。 

 (１) 判定士等の養成、登録、訓練、技術の研鑽及び意識啓発 

 (２) 市町村及び関係団体への判定士名簿の提供等の体制整備支援 

 (３) 判定制度についての市町村への周知 

 (４) 支援本部の事前体制の整備 

 (５) 判定用資機材の調達、備蓄及び市町村への備蓄促進 

 (６) 市町村要綱の取りまとめ及び保管 

 (７) 市町村から提出を受けた避難施設等の優先的に判定を実施する施設の一覧表及びその位置図

の保管 

 (８) 市町村と関係団体の判定への協力に関する協定締結の促進 

 (９) その他必要な事項 

５ 前項第１号に掲げる事項のうち、判定士の養成、登録については宮城県被災建築物応急危険度判

定士登録要綱（以下「登録要綱」という。）によるものとし、判定コーディネーターの養成につい

ては、県は必要に応じて判定コーディネーター養成講習会を開催し、受講者リストを管理する。 

６ 第４項第５号に掲げる事項については、各市町村が判定実施に必要な判定資機材数を確保し、備

蓄することが望ましい。県は、市町村からの支援要請に備え、判定資機材を備蓄する。 

７ 関係団体は、市町村及び県からの支援要請に対して的確な支援が行えるよう、予め次に掲げる事項

を準備する 

(１) 所属する判定士、協力員及び判定コーディネーターの養成・確保 

(２) 所属する判定士、協力員及び判定コーディネーターの名簿管理、連絡網の整備 

(３) その他必要な事項 

 

第５ 判定の対象区域、対象建築物の決定等の基準 

判定の対象区域及び対象建築物の決定基準は、市町村要綱に定めるところによる。 

 

第６ 震前対策に係る事項 

震前対策に関する事項は、全国協議会発行の被災建築物応急危険度判定必携（以下「必携」という。）

及び宮城県被災建築物応急危険度判定実施マニュアル（以下「県実施マニュアル」という。）に定め

るところによる。 

 



 

 

 
 

第７ 判定実施の決定 

１ 市町村災害対策本部は、判定実施の必要があると判断した場合は、判定実施を決定し、直ちに実

施本部の設置及びその他の必要な措置を講じる。 

２ 県災害対策本部土木部建築宅地班（県災害対策本部が設置されていない場合は県土木部建築宅地

課）は、判定実施の必要があると判断したときは、前項にかかわらず、判定を実施するよう市町村

災害対策本部に進言することができる。 

３ 県災害対策本部土木部建築宅地班（県災害対策本部が設置されていない場合は県土木部建築宅地

課）は、判定実施の必要があり、かつ、当該被災市町村による判定実施が困難であると判断したと

きは、前２項にかかわらず、県の機関に実施本部を設置し、その他の必要な措置を講じるよう、県

災害対策本部に進言することができる。 

 

第８ 県と市町村の連絡調整等 

１ 市町村災害対策本部は、実施本部を設置したときは、県災害対策本部に速やかに報告する。 

２ 市町村災害対策本部は、判定実施のための支援を、県災害対策本部に要請することができる。こ

の場合、「応急危険度判定支援要請・回答書」により要請する。 

３ 県災害対策本部は、市町村災害対策本部から支援要請があったときは、支援本部を設置し、支障

のない限り支援を行う。この場合、「応急危険度判定支援要請・回答書」により回答する。 

４ 判定実施に当たっては、実施本部と支援本部は相互に連絡を取り、円滑な判定実施に努める。 

 

第９ 判定実施における県（支援本部）、市町村（実施本部）、関係団体の役割 

１ 市町村（実施本部）の役割は、下記のとおりとする。 

 （１）地震発生時の情報収集 

 （２）判定要否の決定、判定方法の決定 

 （３）実施本部、判定拠点（集合場所）の設置 

 （４）関係団体への実施本部支援要請（協力員、判定コーディネーターの派遣要請等） 

（５）地元判定士への参集要請、関係団体への判定士派遣要請 

（６）県への支援要請 

 （７）判定士（及び判定資機材）の受け入れ 

 （８）判定結果の集計、県への報告 

 （９）その他必要な事項 

２ 県（支援本部）の役割は、下記のとおりとする。 

（１）地震発生時の情報収集 

 （２）実施本部を設置することが困難な市町村に対する支援 

 （３）実施本部からの支援要請に対する、県内市町村及び関係団体や北海道・東北広域支援本部等

への支援要請（判定士の派遣要請等） 

 （４）その他必要な事項 

３ 支援本部は、実施本部から判定資機材等に関する支援要請があった場合は、可能な限りの支援を

行う。 

  



 

 

 
 

４ 支援本部は、判定士等の応援派遣に際して、移動手段、食料、飲料水、宿泊場所等の必要な準備

について、当該市町村による調達が困難な場合は、県災害対策本部へ働きかけて可能な支援に努め

る。 

５ 関係団体の役割は、判定への協力に関する協定等に基づき、実施本部からの協力要請により、下

記事項を行う。 

（１）判定コーディネーター及び協力員の派遣 

（２）判定士の派遣 

（３）その他必要な事項への協力 

 

第１０ 判定士等の移動、宿泊その他必要な事項 

１ 判定士等の移動方法、宿泊場所の設定並びに判定資機材の輸送方法、その他必要な事項は、被災

市町村の市町村要綱に定めるところによるものとし、定めが無い事項については、実施本部と支援

本部が調整し決定する。 

 

第１１ 国及び他都道府県に対する支援要請並びに他都道府県への支援等 

１ 支援本部は、地震被害が大規模であること等により、国又は他都道府県の支援を受ける必要があ

ると判断したときは、北海道・東北広域支援本部を通じて、国又は他都道府県に対し、支援要請を

行う。 

２ 支援本部は、前項の支援要請を行う場合は、「応急危険度判定支援要請・回答書」により行う。 

３ 宮城県知事は、北海道・東北広域支援本部を通じて、国又は他都道府県から支援要請があった場

合は、速やかに支援本部を設置し、支障の無い限り必要な支援に努める。 

４ 前３項に関する業務は、必携第２編第３章広域支援本部業務マニュアルに準じて行う。 

５ 他都道府県から派遣された判定士等が県内で従事する判定は、当要綱に基づき実施する。 

 

第１２ 判定実施に関する業務及び判定方法 

１ 判定実施に関する業務は、必携第２編第２章及び県実施マニュアルに準じて行う。 

２ 判定基準や方法（判定結果の表示方法等を含む）は、一般財団法人日本建築防災協会及び全国協

議会発行の「被災建築物応急危険度判定マニュアル」及び宮城県土木部建築宅地課発行の「宮城県

被災建築物応急危険度判定技術者講習会テキスト」に準じて行う。 

 

第１３ 判定活動等における安全及び補償等 

１ 県及び市町村は、実際の判定活動若しくは判定の訓練活動において、判定士等の生命の安全を最

優先に考えて業務に取り組まなければならない。 

２ 判定士等は、実際の判定活動若しくは判定の訓練活動において、自己の生命の安全を最優先し、

危険を冒してはならない。 

３ 県は、民間の判定士等が、実際の判定活動若しくは判定の訓練活動により死亡又は、負傷し、若

しくは傷害の状態となった場合の補償を実施するため、「全国被災建築物応急危険度民間判定士等

補償制度」に加入するものとし、当該制度の規定に基づいて当該制度を適用する。 

  



 

 

 
 

４ 市町村は、実際の判定活動若しくは判定の訓練活動を実施した場合に生じる負担金を､活動に参加

した判定士の人数に応じて負担する。 

５ 県及び市町村は、所属する職員判定士等が実際の判定活動若しくは判定の訓練活動において、又

は自宅若しくは職場からこれらの活動場所までの移動において、死亡又は、負傷し、若しくは傷害

の状態となった場合に、公務災害補償の適用を受けられるように必要な措置を講じる。 

 

第１４ その他 

１ 県、県内市町村及び関係団体は、円滑な判定活動が図られるよう、当要綱を必要に応じて見直し、

県協議会での検討を踏まえて改正するものとする。 

２ 当要綱に定めるもののほか、判定に関して必要な事項は知事が別に定めるものとする。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１４年６月１８日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２８年３月２２日から施行する。 


